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 北九州市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

  平成２９年１０月６日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市条例第２７号 

北九州市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

 北九州市個人番号の利用に関する条例（平成２７年北九州市条例第５６号）

の一部を次のように改正する。 

 第３条第３項中「掲げる事務」の次に「（これに準ずるものとして規則で定

めるものを含む。）」を、「掲げる特定個人情報」の次に「（これに準ずるも

のとして規則で定めるものを含む。以下この項において同じ。）」を加える。 

 別表第２の１の項特定個人情報の欄第１号を削り、同欄第２号の号番号を削

り、同表の２の項特定個人情報の欄第１号を削り、同欄第２号の号番号を削り

、同表の３の項を次のように改める。 

３ 削除   

別表第２の５の項を次のように改める。 

５ 削除   

別表第２の７の項特定個人情報の欄第１号を削り、同欄第２号の号番号を削

り、同表の８の項特定個人情報の欄第１号を削り、同欄第２号中「地方税関係

情報」を「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）その他の地方税に関する法

律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関

する情報（以下「地方税関係情報」という。）」に改め、同号を同欄第１号と

し、同欄中第３号を削り、第４号を第２号とし、同表の９の項特定個人情報の

欄第１号を削り、同欄第２号の号番号を削り、同表の１０の項事務の欄中「生

活保護法」の次に「（昭和２５年法律第１４４号）」を加え、同項特定個人情

報の欄中第２号及び第３号を削り、第４号を第２号とし、第５号を第３号とし

、同表の１１の項特定個人情報の欄中第１号及び第２号を削り、第３号を第１

号とし、第４号を第２号とし、同表の１２の項事務の欄中「公営住宅法」の次

に「（昭和２６年法律第１９３号）」を加え、同項特定個人情報の欄第１号中

「中国残留邦人等支援給付等関係情報」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律（平成６年法律第３０号）による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する

情報（以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。）」に改め、同表

の１３の項事務の欄中「国民健康保険法」の次に「（昭和３３年法律第１９２

号）」を加え、同項特定個人情報の欄第１号中「生活保護関係情報」を「生活
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保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報（以下「生活

保護関係情報」という。）」に改め、同欄中第２号を削り、第３号を第２号と

し、第４号を第３号とし、第５号を第４号とし、同表の１５の項事務の欄中「

国民年金法」の次に「（昭和３４年法律第１４１号）」を加え、同項特定個人

情報の欄第１号中「医療保険給付関係情報」を「健康保険法（大正１１年法律

第７０号）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、私立学校教職員共済法

（昭和２８年法律第２４５号）、国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１

２８号）、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５

２号）又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）によ

る医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報（以下「医療保険給

付関係情報」という。）」に改め、同表の１６の項特定個人情報の欄中第１号

を削り、第２号を第１号とし、第３号を削り、第４号を第２号とし、同表の１

８の項を次のように改める。 

１８ 削除   

別表第２の１９の項特定個人情報の欄第１号及び第２号を削り、同欄第３号

の号番号を削り、同表の２１の項を次のように改める。 

２１ 削除   

別表第２の２５の項特定個人情報の欄中第２号及び第３号を削り、第４号を

第２号とし、第５号を第３号とし、同表の２６の項特定個人情報の欄中第１号

を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とし、同表の２７の項を次のよ

うに改める。 

２７ 削除   

別表第２の２８の項特定個人情報の欄中第１号から第５号までを削り、第６

号を第１号とし、第７号を第２号とし、同表の２９の項を次のように改める。 

２９ 削除   

別表第２の３０の項の次に次のように加える。 

３０の２ 市

長 

難病の患者に対する医療等

に関する法律（平成２６年

法律第５０号）による特定

医療費の支給に関する事務

であって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報で

あって規則で定めるもの 

別表第２の３５の項特定個人情報の欄第６号中「年金給付関係情報」を「国

民年金法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５

号）、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による年金である給
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付の支給又は保険料の徴収に関する情報（以下「年金給付関係情報」という。

）」に改め、同欄第７号中「児童扶養手当法」の次に「（昭和３６年法律第２

３８号）」を加え、同欄第９号中「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」

の次に「（昭和３９年法律第１３４号）」を加え、同欄第１０号中「国民年金

法等の一部を改正する法律」の次に「（昭和６０年法律第３４号）」を加え、

同欄第１５号中「障害者自立支援給付関係情報」を「障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報

」に改める。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第２の３０の項の次に１

項を加える改正規定は、平成３０年４月１日から施行する。 
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北九州市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２９年１０月６日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第２８号

北九州市手数料条例の一部を改正する条例

北九州市手数料条例（平成１２年北九州市条例第１０号）の一部を次のよう

に改正する。

別表第１２３号の２の次に次のように加える。

（１

２３

）の

３ 

住宅確保要配慮

者に対する賃貸

住宅の供給の促

進に関する法律

（平成１９年法

律第１１２号）

第８条の規定に

基づく住宅確保

要配慮者円滑入

居賃貸住宅事業

の登録の申請に

対する審査 

住宅確保

要配慮者

円滑入居

賃貸住宅

の戸数 

１戸のもの １件につき

６ , ０００

円 

２戸以上５戸

未満のもの 

１件につき

７ , ０００

円 

５戸以上１０

戸未満のもの

１件につき

９ , ０００

円 

１０戸以上３

０戸未満のも

の 

１件につき

１１，００

０円 

３０戸以上４

０戸未満のも

の 

１件につき

１２，００

０円 

４０戸以上５

０戸未満のも

の 

１件につき

１３，００

０円 

５０戸以上１

００戸未満の

もの 

１件につき

１５，００

０円 

１００戸以上

のもの 

１件につき

２０，００

０円 

（１

２３ 

住宅確保要配慮

者に対する賃貸

追加され

る住宅確 

１戸以上５戸

未満のもの 

１件につき

１，０００ 
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）の

４ 

住宅の供給の促

進に関する法律

第１２条第１項

の規定に基づく

住宅確保要配慮

者円滑入居賃貸

住宅事業の登録

事項の変更の届

出（住宅確保要

配慮者円滑入居

賃貸住宅の戸数

の追加に係るも

のに限る。）に

対する審査 

保要配慮

者円滑入

居賃貸住

宅の戸数 

 円 

５戸以上１０

戸未満のもの

１件につき

３ , ０００

円 

１０戸以上２

０戸未満のも

の 

１件につき

４，０００

円 

２０戸以上３

０戸未満のも

の 

１件につき

５，０００

円 

３０戸以上４

０戸未満のも

の 

１件につき

６，０００

円 

４０戸以上５

０戸未満のも

の 

１件につき

７，０００

円 

５０戸以上１

００戸未満の

もの 

１件につき

９，０００

円 

１００戸以上

のもの 

１件につき

１３，００

０円 

付 則

この条例は、規則で定める日から施行する。
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北九州市病院及び診療所の専属薬剤師の配置並びに病院の人員及び施設の基

準に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２９年１０月６日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第２９号

北九州市病院及び診療所の専属薬剤師の配置並びに病院の人員及

び施設の基準に関する条例の一部を改正する条例

北九州市病院及び診療所の専属薬剤師の配置並びに病院の人員及び施設の基

準に関する条例（平成２７年北九州市条例第６２号）の一部を次のように改正

する。

題名を次のように改める。

北九州市病院及び診療所の専属薬剤師の配置、人員及び施設の基

準に関する条例

第１条中「並びに病院の」を「、」に改める。

第６条の次に次の２条を加える。

（療養病床を有する診療所の人員の基準）

第７条 法第２１条第２項第１号の条例で定める員数は、次の各号に掲げる従

業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

（１） 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が４又は

その端数を増すごとに１

（２） 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が４又はその端数

を増すごとに１

（３） 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実状に応じた適

当数

２ 第４条第２項の規定は、前項第１号及び第２号に掲げる入院患者の数につ

いて準用する。

（療養病床を有する診療所の施設の基準）

第８条 第６条第２号から第４号までの規定は、法第２１条第２項第３号の条

例で定める施設について準用する。

 付則に次の４項を加える。

（療養病床を有する診療所の人員の基準に関する特例）

５ 第７条第１項第１号及び第２号に規定する看護師等の員数については、当

分の間、これらの規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数が

２又はその端数を増すごとに１とする。この場合において、そのうちの１に

ついては看護師又は准看護師とする。

10



６ 療養病床を有する診療所であって、平成２４年４月１日において現に、特

定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が第７条第１項第１号及び第２号

に掲げる数に満たない診療所（以下この項において「特定診療所」という。

）であるものの開設者が、同年６月３０日までの間に、特定介護療養型医療

施設であること又は特定診療所であることを市長に届け出た場合には、当該

診療所に置くべき看護師等の員数については、平成３０年３月３１日までの

間は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、

当該各号に定める員数とする。

（１） 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が６又は

その端数を増すごとに１

（２） 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が６又はその端数

を増すごとに１

７ 療養病床を有する診療所であって、平成２４年４月１日において現に、特

定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が第５項に規定する数に満たない

診療所（以下この項において「特定診療所」という。）であるものの開設者

が、同年６月３０日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特

定診療所であることを市長に届け出た場合には、当該診療所に置くべき看護

師等の員数については、平成３０年３月３１日までの間は、同項の規定にか

かわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数が３又はその端数を増すごと

に１とする。この場合において、そのうちの１については看護師又は准看護

師とする。

（療養病床を有する診療所の施設の基準に関する特例）

８ 平成１３年３月１日において現に開設されている診療所の建物（同日にお

いて現に存するもの（基本的な構造設備が完成しているものを含み、同日以

降に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）に限る。）内の旧医

療法第１条の５第３項に規定する療養型病床群に係る病床を有する診療所で

あって、第８条において準用する第６条第２号から第４号までに掲げる施設

を有しないもの（同日以降に新築され、増築され、又は全面的に改築された

部分に療養病床を有するものを除く。）については、これらの規定は適用し

ない。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。
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北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例をここに公布する。

平成２９年１０月６日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第３０号

北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例

北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭和４７

年北九州市条例第７号）の一部を次のように改正する。

別表第１の１ 公園施設の設置・管理の使用料の表の公園施設の管理の項中

改める。

付 則

 この条例は、公布の日から施行する。

和布刈公園軽飲食店 １月につき ４５，０００

勝山公園売店 １月につき ５，０００

和布刈公園軽飲食店 １月につき ４５，０００

を

に

「

」

」

「
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 北九州市営住宅条例の一部を改正する条例をここに公布する。

  平成２９年１０月６日

北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市条例第３１号

   北九州市営住宅条例の一部を改正する条例

 北九州市営住宅条例（平成９年北九州市条例第３４号）の一部を次のように

改正する。

 第２３条第２項中「第１０条」を「第１１条」に改める。

 第２４条第２項中「第１１条」を「第１２条」に改める。

第３７条及び第３８条中「令第１１条」を「令第１２条」に改める。

   付 則

 この条例は、公布の日から施行する。
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北九州市自動車事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

平成２９年１０月６日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市条例第３２号

北九州市自動車事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例   

北九州市自動車事業使用料及び手数料条例（昭和３９年北九州市条例第４１

号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項に次の１号を加える。

（４） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２

３号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

ている者及びその介護人

第２条第３項中「前２項」を「前各項」に、「普通旅客運賃」を「運賃」に

改め、同項を同条第５項とし、同条第２項中「前項各号」を「第１項各号及び

第２項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える

。

２ 母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１６条第１項の規定により母

子健康手帳の交付を受けている者（妊娠中の者に限る。）が乗車する場合は

、普通旅客運賃については５割引とする。

３ 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第１０４条の４第６項の規定に

より運転経歴証明書の交付を受けている者が当該交付を受けた日から起算し

て１年以内に指定地域フリー敬老定期乗車券の発行を受けて乗車する場合は

、指定地域フリー敬老定期旅客運賃については５割引とする。この場合にお

いて、当該定期乗車券の通用期間の合計は、１年を超えないものとする。

 第３条第１項中「１歳未満」を「保護者が同伴する６歳未満」に改め、同条

第２項を削る。

付 則

この条例は、平成２９年１２月１日から施行する。
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 北九州市個人番号の利用に関する条例施行規則をここに公布する。 

  平成２９年１０月６日 

北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第５０号 

北九州市個人番号の利用に関する条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、北九州市個人番号の利用に関する条例（平成２７年北九

州市条例第５６号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定

めるものとする。 

（条例第３条第３項の規則で定める事務及び特定個人情報） 

第２条 条例第３条第３項の規定により定める行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下

「法」という。）別表第２の１１の項第２欄に掲げる事務に準ずる事務は、

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６の障害児相談支援

給付費又は同法第２４条の２７の特例障害児相談支援給付費の支給の申請に

係る事実についての審査に関する事務とし、当該事務を処理するために必要

な限度で利用することができる条例第３条第３項に規定する規則で定める特

定個人情報は、当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯

に属する者に係る市県民税に関する情報とする。 

第３条 条例第３条第３項の規定により定める法別表第２の１８の項第４欄に

掲げる特定個人情報に準ずる情報は、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情

報を定める命令（平成２６年内閣府・総務省令第７号。以下「番号利用法別

表第二主務省令」という。）第１３条第２号に掲げる事務について、予防接

種法（昭和２３年法律第６８号）第２８条の規定による実費の徴収の決定に

係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報とする

。 

第４条 条例第３条第３項の規定により定める法別表第２の２０の項第４欄に

掲げる特定個人情報に準ずる情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

（１） 番号利用法別表第二主務省令第１４条第１号に掲げる事務 次に掲

げる情報 

  ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１８条第１項の規

定による障害福祉サービス（以下この号において「障害福祉サービス」

という。）が提供される身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に
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属する者に係る生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１９条第１

項の規定による保護の実施、同法第２４条第１項の保護の開始若しくは

同条第９項の保護の変更、同法第２５条第１項の規定による職権による

保護の開始若しくは同条第２項の規定による職権による保護の変更若し

くは同法第２６条の規定による保護の停止若しくは廃止又は同法第５５

条の４第１項の規定による就労自立給付金の支給に関する情報（以下「

生活保護関係情報」という。） 

  イ 障害福祉サービスが提供される身体障害者又は当該身体障害者と同一

の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第３０号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）による

支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報（以下「中国残留邦人等

支援給付等関係情報」という。） 

（２） 番号利用法別表第二主務省令第１４条第２号に掲げる事務 次に掲

げる情報 

 ア 身体障害者福祉法第１８条第２項の規定による障害者支援施設等への

入所等の措置（以下この号において「入所等の措置」という。）に係る

身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護

関係情報 

 イ 入所等の措置に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属

する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報 

第５条 条例第３条第３項の規定により定める法別表第２の２３の項第４欄に

掲げる特定個人情報に準ずる情報は、番号利用法別表第二主務省令第１６条

に掲げる事務について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２

５年法律第１２３号）第２９条第１項若しくは第２９条の２第１項の規定に

より入院させた精神障害者又は当該精神障害者と同一の世帯に属する者に係

る市県民税に関する情報とする。 

第６条 条例第３条第３項の規定により定める法別表第２の２６の項第４欄に

掲げる特定個人情報に準ずる情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

（１） 番号利用法別表第二主務省令第１９条第１号に掲げる事務 生活保

護法第６条第２項の要保護者又は同条第１項の被保護者であった者に係る

固定資産税又は軽自動車税に関する情報 

（２） 番号利用法別表第二主務省令第１９条第２号に掲げる事務 前号に

掲げる情報 
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（３） 番号利用法別表第二主務省令第１９条第３号に掲げる事務 第１号

に掲げる情報 

（４） 番号利用法別表第二主務省令第１９条第４号に掲げる事務 第１号

に掲げる情報 

（５） 番号利用法別表第二主務省令第１９条第５号に掲げる事務 第１号

に掲げる情報 

（６） 番号利用法別表第二主務省令第１９条第６号に掲げる事務 第１号

に掲げる情報 

第７条 条例第３条第３項の規定により定める法別表第２の２７の項第２欄に

掲げる事務に準ずる事務は、次の各号に定める事務とし、当該事務を処理す

るために必要な限度で利用することができる同条第３項に規定する規則で定

める特定個人情報は、当該各号に定める情報とする。 

（１） 北九州市市税条例（昭和３８年北九州市条例第８５号）第１２条第

１項第１号の規定による個人の市民税の非課税の認定に関する事務 納税

義務者に係る生活保護関係情報 

（２） 北九州市市税条例第１９条の社会保険料控除額の認定に関する事務 

次に掲げる情報 

ア 納税義務者に係る国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７

６条第１項の規定による保険料の徴収に関する情報 

イ 納税義務者に係る高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律

第８０号）第１０４条第１項の規定による保険料の徴収に関する情報 

第８条 条例第３条第３項の規定により定める法別表第２の４３の項第４欄に

掲げる特定個人情報に準ずる情報は、番号利用法別表第二主務省令第２５条

の２各号列記以外の部分に規定する事務について、被保険者に係る国民健康

保険法第５６条第１項に規定する医療に関する給付の支給に関する情報（番

号利用法別表第二主務省令第２５条の２各号に掲げる情報を除く。）とする

。 

第９条 条例第３条第３項の規定により定める法別表第２の５３の項第４欄に

掲げる特定個人情報に準ずる情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

（１） 番号利用法別表第二主務省令第２７条第１号に掲げる事務 次に掲

げる情報 

ア 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の４の障害福

祉サービス（以下この号において「障害福祉サービス」という。）が提

供される知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る
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生活保護関係情報 

  イ 障害福祉サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者と同一

の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報 

（２） 番号利用法別表第二主務省令第２７条第２号に掲げる事務 次に掲

げる情報 

  ア 知的障害者福祉法第１６条第１項第２号の障害者支援施設等への入所

等の措置（以下この号において「入所等の措置」という。）に係る知的

障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係

情報 

  イ 入所等の措置に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属

する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報 

第１０条 条例第３条第３項の規定により定める法別表第２の５７の項第４欄

に掲げる特定個人情報に準ずる情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ

当該各号に定める情報とする。 

（１） 番号利用法別表第二主務省令第３１条第１号に掲げる事務 次に掲

げる情報 

 ア 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第６条の規定による児

童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求（以下この号において「

認定請求」という。）に係る受給資格者（同条第１項の受給資格者をい

う。以下この号において同じ。）又は当該者の配偶者若しくは扶養義務

者に係る市民税に関する情報 

 イ 認定請求に係る受給資格者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に

係る児童扶養手当法第３条第２項に規定する公的年金給付に関する情報

（番号利用法別表第二主務省令第３１条第１号チ、ヌ及びヲに掲げる情

報を除く。） 

（２） 番号利用法別表第二主務省令第３１条第５号に掲げる事務 前号に

掲げる情報 

第１１条 条例第３条第３項の規定により定める法別表第２の６１の項第４欄

に掲げる特定個人情報に準ずる情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ

当該各号に定める情報とする。 

（１） 番号利用法別表第二主務省令第３２条第１号に掲げる事務 老人福

祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１０条の４の措置に係る者又は当該

者の扶養義務者に係る市県民税に関する情報 

（２） 番号利用法別表第二主務省令第３２条第２号に掲げる事務 老人福

祉法第１１条の措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る市県民税に関
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する情報 

第１２条 条例第３条第３項の規定により定める法別表第２の６２の項第４欄

に掲げる特定個人情報に準ずる情報は、番号利用法別表第二主務省令第３３

条に掲げる事務について、老人福祉法第１０条の４第１項若しくは第１１条

の措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る市県民税に関する情報とする

。 

第１３条 条例第３条第３項の規定により定める法別表第２の６６の項第４欄

に掲げる特定個人情報に準ずる情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ

当該各号に定める情報とする。 

（１） 番号利用法別表第二主務省令第３７条第１号に掲げる事務 特別児

童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）第５条の

規定による特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求を行う者

又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市民税に関する情報 

（２） 番号利用法別表第二主務省令第３７条第３号に掲げる事務 特別児

童扶養手当等の支給に関する法律施行規則（昭和３９年厚生省令第３８号

）第４条の規定による届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務

者に係る市民税に関する情報 

第１４条 条例第３条第３項の規定により定める法別表第２の６７の項第４欄

に掲げる特定個人情報に準ずる情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ

当該各号に定める情報とする。 

（１） 番号利用法別表第二主務省令第３８条第１号に掲げる事務 特別児

童扶養手当等の支給に関する法律第１９条（同法第２６条の５において準

用する場合を含む。）の規定による障害児福祉手当若しくは特別障害者手

当の受給資格及びその額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しく

は扶養義務者に係る市民税に関する情報 

（２） 番号利用法別表第二主務省令第３８条第２号に掲げる事務 障害児

福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令（昭和５０年厚生省令第

３４号）第５条（同令第１６条において読み替えて準用する場合を含む。

）の規定による届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係

る市民税に関する情報 

（３） 番号利用法別表第二主務省令第３８条第３号に掲げる事務 国民年

金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号。以下「昭和６０

年国民年金法等改正法」という。）附則第９７条第１項の規定によりなお

従前の例によることとされた昭和６０年国民年金法等改正法第７条の規定

による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第３５条第１項の
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規定による届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市

民税に関する情報 

第１５条 条例第３条第３項の規定により定める法別表第２の８７の項第４欄

に掲げる特定個人情報に準ずる情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ

当該各号に定める情報とする。 

（１） 番号利用法別表第二主務省令第４４条第１号に掲げる事務 中国残

留邦人等支援法第１４条第１項若しくは第３項の支援給付、中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を

改正する法律（平成１９年法律第１２７号）附則第４条第１項の支援給付

、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す

る法律の一部を改正する法律（平成２５年法律第１０６号。以下この号に

おいて「平成２５年改正法」という。）附則第２条第１項の規定によりな

お従前の例によるものとされた平成２５年改正法による改正前の中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（以

下この号において「旧法」という。）第１４条第１項の支援給付、平成２

５年改正法附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によるものとされ

た旧法第１４条第３項の支援給付又は平成２５年改正法附則第２条第３項

の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者に係

る固定資産税又は軽自動車税に関する情報 

（２） 番号利用法別表第二主務省令第４４条第２号に掲げる事務 前号に

掲げる情報 

（３） 番号利用法別表第二主務省令第４４条第３号に掲げる事務 第１号

に掲げる情報 

（４） 番号利用法別表第二主務省令第４４条第４号に掲げる事務 第１号

に掲げる情報 

（５） 番号利用法別表第二主務省令第４４条第５号に掲げる事務 第１号

に掲げる情報 

（６） 番号利用法別表第二主務省令第４４条第６号に掲げる事務 第１号

に掲げる情報 

第１６条 条例第３条第３項の規定により定める法別表第２の１０７の項第４

欄に掲げる特定個人情報に準ずる情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応

じ当該各号に定める情報とする。 

（１） 番号利用法別表第二主務省令第５４条第１号に掲げる事務 特定障

害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律（平成１６年法律第１６

６号）第６条第１項又は第２項の規定による特別障害給付金の受給資格及
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びその額の認定の請求を行う者に係る市民税に関する情報 

（２） 番号利用法別表第二主務省令第５４条第４号に掲げる事務 特定障

害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第２７条第１項の規定に

よる届出（現況の届出に限る。）を行う者に係る市民税に関する情報 

第１７条 条例第３条第３項の規定により定める法別表第２の１０８の項第４

欄に掲げる事務に準ずる事務は、次の各号に定める事務とし、当該事務を処

理するために必要な限度で利用することができる同条第３項に規定する規則

で定める特定個人情報は、当該各号に定める情報とする。 

（１） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）第７７条の地域生活支援事業の支給の申請に係

る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 

  ア 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福

祉法第１５条第１項の身体障害者手帳の交付に関する情報 

  イ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律第４５条第１項の精神障害者保健福祉手帳

の交付に関する情報 

  ウ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又

は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属

する者に係る生活保護関係情報 

  エ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係

る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市

民税に関する情報 

  オ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又

は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属

する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報 

  カ 当該申請を行う障害者に係る介護保険法（平成９年法律第１２３号）

による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する

情報（次号において「介護保険給付等関係情報」という。） 

  キ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第６条の自立支援給付

の支給に関する情報 

（２） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第７

７条の地域生活支援事業の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報 

  ア 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又

は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属
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する者に係る生活保護関係情報 

  イ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該変更に係

る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市

民税に関する情報 

  ウ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又

は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属

する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報 

エ 当該変更に係る障害者に係る介護保険給付等関係情報 

 （条例別表第１の規則で定める事務） 

第１８条 条例別表第１の事務の欄に掲げる規則で定める事務については、北

九州市個人番号の利用に関する条例別表第１の規則で定める事務を定める規

則（平成２７年北九州市規則第５４号）の定めるところによる。 

 （条例別表第２の規則で定める事務及び特定個人情報） 

第１９条 条例別表第２の事務の欄に掲げる規則で定める事務及び同表の特定

個人情報の欄に掲げる規則で定める情報については、北九州市個人番号の利

用に関する条例別表第２の規則で定める事務及び情報を定める規則（平成２

７年北九州市規則第５５号）の定めるところによる。 

 （委任） 

第２０条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。  
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 北九州市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で定める事務及び情報

を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年１０月６日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第５１号 

北九州市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で定める事 

務及び情報を定める規則の一部を改正する規則 

 北九州市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で定める事務及び情報 

を定める規則（平成２７年北九州市規則第５５号）の一部を次のように改正す 

る。 

 第１条第３号を削る。

第２条第４号を削る。 

第３条を次のように改める。 

第３条 削除 

 第５条を次のように改める。 

第５条 削除 

 第７条各号列記以外の部分中「次に掲げる」を「当該決定に係る者に係る介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１２９条第１項の規定による保険料の

徴収に関する」に改め、同条各号を削る。 

第８条第１号アを削り、同号イ中「の扶養義務者」を「と同一の世帯に属す

る者」に改め、同号イを同号アとし、同号ウを削り、同号エ中「の扶養義務者

」を「と同一の世帯に属する者」に改め、同号エを同号イとし、同条第２号ア

を削り、同号イ中「の扶養義務者」を「と同一の世帯に属する者」に改め、同

号イを同号アとし、同号ウを削り、同号エ中「の扶養義務者」を「と同一の世

帯に属する者」に改め、同号エを同号イとし、同条第３号ア及びイ中「の扶養

義務者」を「と同一の世帯に属する者」に改める。 

第９条各号列記以外の部分中「次に掲げる情報」を「措置入院者又は当該措

置入院者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報」に改め、同

条各号を削る。 

 第１０条第１号アからオまで以外の部分中「生活保護法」の次に「（昭和２

５年法律第１４４号）」を加え、同号中ウを削り、エをウとし、オをエとする

。 

 第１１条第１号中「次に掲げる情報」を「納税義務者に係る外国人生活保護

関係情報」に改め、同号ア及びイを削り、同条第２号中「次に掲げる」を「納

税義務者に係る介護保険法第１２９条第１項の規定による保険料の徴収に関す
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る」に改め、同号アからウまでを削る。 

 第１２条第１号ア中「中国残留邦人等支援給付等関係情報」を「中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号。以下「中国残留邦人等支援

法」という。）による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報（以下「

中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。）」に改める。 

第１３条第１号中「国民健康保険法」の次に「（昭和３３年法律第１９２号

）」を加え、同号ア中「生活保護関係情報」を「生活保護法第１９条第１項の

規定による保護の実施、同法第２４条第１項の保護の開始若しくは同条第９項

の保護の変更、同法第２５条第１項の規定による職権による保護の開始若しく

は同条第２項の規定による職権による保護の変更若しくは同法第２６条の規定

による保護の停止若しくは廃止又は同法第５５条の４第１項の規定による就労

自立給付金の支給に関する情報（以下「生活保護関係情報」という。）」に改

め、同条第２号を削り、同条第３号を同条第２号とする。 

 第１５条第１号中「国民年金法第９０条第１項」を「国民年金法（昭和３４

年法律第１４１号）第９０条第１項」に改める。 

第１６条第１号アを削り、同号イ中「の扶養義務者」を「と同一の世帯に属

する者」に改め、同号イを同号アとし、同号ウを削り、同号エ中「の扶養義務

者」を「と同一の世帯に属する者」に改め、同号エを同号イとし、同条第２号

アを削り、同号イ中「の扶養義務者」を「と同一の世帯に属する者」に改め、

同号イを同号アとし、同号ウを削り、同号エ中「の扶養義務者」を「と同一の

世帯に属する者」に改め、同号エを同号イとし、同条第３号ア及びイ中「の扶

養義務者」を「と同一の世帯に属する者」に改める。 

第１８条を次のように改める。 

第１８条 削除 

第１９条第１号中「次に掲げる情報」を「当該措置に係る者又は当該者の扶

養義務者に係る外国人生活保護関係情報」に改め、同号アからウまでを削る。 

第２１条を次のように改める。 

第２１条 削除 

第２４条第１号中「高齢者の医療の確保に関する法律」の次に「（昭和５７

年法律第８０号）」を加える。 

第２５条第１号中ウを削り、エをウとし、オをエとする。 

第２６条第１号中アを削り、イをアとし、ウをイとし、同条第３号アを削り

、同号イ中「賦課被保険者」を「当該保険料を課せられる被保険者（以下この

号において「賦課被保険者」という。）」に改め、同号イを同号アとし、同号

24



ウを同号イとする。 

第２７条を次のように改める。 

第２７条 削除 

第２８条第１号ア中「番号利用法別表第二主務省令第５５条の２各号」を「

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表

第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令（平成２６年内閣府・総務

省令第７号。以下この号及び次号において「番号利用法別表第二主務省令」と

いう。）第５５条第１号ニ」に改め、同条第２号ア中「第５５条の２各号」を

「第５５条第２号ロ」に改め、同条第３号ア中「（番号利用法別表第二主務省

令第５５条の２各号に掲げる情報を除く。）」を削り、同号イ中「次号」の次

に「及び第８号」を加え、同条第４号ア中「（番号利用法別表第二主務省令第

５５条の２各号に掲げる情報を除く。）」を削り、同条第５号中「次に掲げる

情報」を「当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者

又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する

者に係る外国人生活保護関係情報」に改め、同号アからキまでを削り、同条第

６号中「次に掲げる情報」を「当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同

一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と

同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報」に改め、同号アからエ

までを削り、同条に次の２号を加える。 

（７） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行

令第１５条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事

務 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又

は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属す

る者に係る外国人生活保護関係情報 

（８） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行

令第３２条第１項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関

する事務 当該届出を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給

認定基準世帯員に係る外国人生活保護関係情報 

第２９条を次のように改める。 

第２９条 削除 

 第３５条第 1 号ケ中「児童扶養手当法」の次に「（昭和３６年法律第２３８

号）」を加え、同号サ中「第３１条第１号」を「第３１条各号」に改め、同号

シ中「特別児童扶養手当等支給関係情報」を「特別児童扶養手当等の支給に関

する法律第３条第１項の特別児童扶養手当、同法第１７条の障害児福祉手当、

同法第２６条の２の特別障害者手当又は昭和６０年国民年金法等改正法附則第
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９７条第１項の福祉手当の支給に関する情報」に改める。 

第３６条第１号中「地方公務員等共済組合法」の次に「（昭和３７年法律第

１５２号）」を加え、同条第２号中「、健康保険法」の次に「（大正１１年法

律第７０号）」を加える。 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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 北九州市手数料条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに

公布する。

  平成２９年１０月６日

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第５２号

北九州市手数料条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規

則

北九州市手数料条例の一部を改正する条例（平成２９年北九州市条例第２８  

号）の施行期日は、平成２９年１０月２５日とする。
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北九州市告示第３９９号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４１条第１

項、第５３条第１項及び第４６条第１項の規定に基づき、居宅サービス事業者

、介護予防サービス事業者及び居宅介護支援事業者を指定したので、法第７８

条、第１１５条の１０及び第８５条の規定により、次のとおり告示する。 

  平成２９年１０月６日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４０６６

６９０５

８９ 

訪問看護ステー

ション  プーラ

ビダ星ヶ丘 

北九州市八幡西

区星ヶ丘三丁目

１０番２６－１

０１号 

プ ー ラ ビ ダ

株 式 会 社 

平 成 ２ ９

年 １ ０ 月

１日 

２ 通所介護及び介護予防通所介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４０７０

７０７１

７１ 

八幡リハビリテ

ーションデイサ

ービス 

北九州市八幡西

区鷹の巣一丁目

７番７号 

ふ く 福 介 護

株式会社 

平 成 ２ ９

年 １ ０ 月

１日 

３ 介護予防通所介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４０７０

５０５４

２７ 

早稲田イーライ

フ徳力 

北九州市小倉南

区徳力二丁目７

番２１号 

ブ リ リ ア ン

ト 株 式会 社 

平 成 ２ ９

年 １ ０ 月

１日 

４０７０

７０７１

８９ 

リハデイサービ

ス町上津役 

北九州市八幡西

区町上津役西二

丁目１１番２３

号 

特 定 非 営 利

活 動 法 人 山

ノ 上 や ま び

こ 

平 成 ２ ９

年 １ ０ 月

１日 

４ 居宅介護支援 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４０７０

５０５４

１９ 

ケアプランサー

ビス 夢工房 

北九州市小倉南

区志徳一丁目１

番８－１０４号 

合 同 会 社 夢

工房 

平 成 ２ ９

年 １０月１

日 

４０７０

７０７１

６３ 

ケアプランセン

ターさくらんぼ 

北九州市八幡西

区木屋瀬一丁目

１８番９－１０

２号 

株 式 会 社 シ

ャンティ 

平 成 ２ ９

年 １ ０ 月

１日 
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北九州市告示第４００号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第７５条第２

項、第１１５条の５第２項及び第８２条第２項の規定に基づき、指定居宅サー

ビス事業者、指定介護予防サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者から廃

止の届出があったので、法第７８条、第１１５条の１０及び第８５条の規定に

より、次のとおり告示する。 

  平成２９年１０月６日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 訪問介護及び介護予防訪問介護 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

７ ０ ３ ４

７７ 

介護センターア

ピス 

北九州市若松区

大字蜑住１６３

４番地１ 

有 限 会 社 あ

お ば 

平 成 ２ ９

年 ９ 月 ３

０日  

４ ０ ７ ０

４ ０ ４ ４

９８ 

さくら・介護ス

テーションそう

しん 

北九州市小倉北

区京町一丁目２

番１１号 

株 式 会 社 上

村 

平 成 ２ ９

年 ９ 月 ３

０日  

２ 通所介護及び介護予防通所介護 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

７ ０ ２ ０

５７ 

八幡リハビリテ

ーションデイサ

ービス 

北九州市八幡西

区鷹の巣一丁目

７番７号 

協 和 介 護 有

限会社 

平 成 ２ ９

年 ９ 月 ３

０日  

４ ０ ７ ０

７ ０ ５ １

８３ 

医療法人平田ク

リニックデイサ

ービスセンター 

北九州市八幡西

区町上津役東二

丁目１９番７号 

医 療 法 人 平

田 ク リ ニ ッ

ク 

平 成 ２ ９

年 ９ 月 ３

０日 

３ 介護予防通所介護 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

５ ０ ４ ９

８２ 

個別対応型デイ

サービス あい

らぶゆー 

北九州市小倉南

区朽網東五丁目

１５番２号 

株 式 会 社 あ

い ら ぶゆ ー 

平 成 ２ ９

年 ９ 月 ３

０日  

４ ０ ７ ０

７ ０ ６ ２

１５ 

デイサービスみ

のりの里紅梅 

北九州市八幡西

区紅梅一丁目７

番２１号 

有 限 会 社 ア

クト 

平 成 ２ ９

年 ９ 月 ３

０日  

４ 居宅介護支援 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

１ ０ ２ １

９１ 

ケアプランセン

ター井の浦 

北九州市門司区

大字恒見１６番

地１ 

ジ ン フ ィ ー

ル ド 株 式 会

社 

平 成 ２ ９

年 ９ 月 ３

０日  
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北九州市公告第７０２号 

 一般競争入札により、業務委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定

により、次のとおり公告する。 

  平成２９年１０月６日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 委託内容 

 （１） 業務名 平成２９年度北九州市基本図作成業務委託 

 （２） 業務内容等 仕様書で定めるとおり 

 （３） 契約期間 契約締結日から平成３０年２月２８日まで 

 （４） 納入場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

          北九州市建築都市局計画部都市計画課 

 （５） 入札方法 

  ア 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１００分の８に相当する金額を加算した金額（１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事

業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する

金額を入札書に記入すること。 

  イ 電送及び郵送による入札は、認めない。 

  ウ 開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再

度入札を行う。 

  エ 入札執行回数は、２回を限度とする。 

  オ 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書

には代理人の記名押印が必要である。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。 

 （２） 北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の資

格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号）第７条第１

項の有資格業者名簿に記載されていること。また、登録している業種が航

空測量であること。 

 （３） この公告の日の前５年間に数値地形測量業務を地方自治体等の官公
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庁から受託した実績のあること。 

 （４） 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）適合性評価制

度の認証を取得していること。 

 （５） 配置予定の管理技術者は、測量士の資格を有する者とし、福岡県内

に常駐していること。かつ管理技術者は、「空間情報総括監理技術者」若

しくは「地理空間情報専門技術者 写真測量」の資格を有していること。 

 （６） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札手続等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市建築都市局計画部都市計画課 

  イ 日時 公告の日から平成２９年１０月２３日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日を除く。）の毎日午前９時から午前１２時まで及び午後１時から午後

５時まで 

 （２） 入札説明書等の交付方法 前号に示す場所及び期間において無償で

交付する。 

 （３） 入札説明会 入札説明会は行わないものとする。 

 （４） 入札に参加するための要件等 

  ア この一般競争入札に参加を希望する者は、所定の期日までに入札参加

申込みを行い、入札参加者としての資格を有するか否かについて審査を

受けなければならない。 

  イ 入札参加申込みは、所定の様式を持参又は郵送することにより行わな

ければならない。 

 （５） 入札参加申込みを提出する場所及び提出期間 

  ア 提出場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

         北九州市建築都市局計画部都市計画課 

  イ 提出期間 

（ア） 持参の場合 

 公告の日から平成２９年１０月２０日まで（日曜日、土曜日及び国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

を除く。）の毎日午前９時から午前１２時まで及び午後１時から午後

５時まで 

   （イ） 郵送の場合 

書留郵便で平成２９年１０月２０日午後５時までに必着のこと。 
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 （６） 競争入札参加資格の確認の結果は、平成２９年１０月２７日までに

通知する。 

４ 入札及び開札の日時並びに場所 

 （１） 入札日時 平成２９年１１月２日 午後２時 

 （２） 開札日時 入札締切り後直ちに行う。 

 （３） 入札及び開札場所 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市役所地下２階第２入札室 

５ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

ア 言語 日本語 

イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は免除する。 

イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は免除する。 

 （３） 入札の無効 

 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法 

契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。また、所定の回

数で落札者がいないときは、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８

号の規定により随意契約に移行する。 

 （５） 契約書作成の要否 要 

 （６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

北九州市建築都市局計画部都市計画課 

〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

電話 ０９３－５８２－２４５１ 
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北九州市交通局管理規程第４号

北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施行規程の一部を改正する規程を

次のように定める。

平成２９年１０月６日

                 北九州市交通局長  田 茂 人  

北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施行規程の一部を改正   

する規程

北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施行規程（昭和３９年北九州市交

通局管理規程第７号）の一部を次のように改正する。

第６条中「、同条第２項の規定により運賃の割引を受けようとする者は、そ

の理由を記載した書面を」を削り、同条に次の３項を加える。

２ 条例第２条第２項の規定により運賃の割引を受ける者は、別に定める割引

乗車証その他管理者が必要と認める書面を提示しなければならない。

３ 条例第２条第３項の規定により運賃の割引を受ける者は、道路交通法（昭

和３５年法律第１０５号）第１０４条の４第６項の規定により交付を受けた

運転経歴証明書を提示しなければならない。

４ 条例第２条第４項の規定により運賃の割引を受けようとする者は、その理

由を記載した書面を提示しなければならない。

第６条の２第２項各号中「又は第２項」を「、第２項又は第４項」に改める

。

第７条中「旅客自動車運送事業等運輸規則」を「旅客自動車運送事業運輸規

則」に改める。

第２５条中「一般乗合旅客自動車運送事業運送約款」を「北九州市交通局一

般乗合旅客自動車運送事業運送約款」に改める。

第３１条第１項第２号中「又は知的障害者福祉法」を「、知的障害者福祉法

」に改め、「受ける知的障害者」の次に「又は精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和２５年法律第１２３号）の適用を受ける精神障害者」を加え

る。

第３５条中「一般貸切旅客自動車運送事業運送約款」を「北九州市交通局一

般貸切旅客自動車運送事業運送約款」に改める。

付 則

この規程は、平成２９年１２月１日から施行する。ただし、第７条の改正規

定、第２５条の改正規定及び第３５条の改正規定は、平成２９年１０月６日か

ら施行する。
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